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　2015年5月1日、改正会社法及び改正会社法施行規

則（以下「改正会社法等」）が施行された。05年に制

定され、06年に施行された会社法の初の抜本的な改正

といわれている。その中で、業務の適正を確保するため

の体制、いわゆる内部統制システムに関する主な改正

点は3点挙げられる。第一に「企業集団に関する体制強

化」である。会社法施行規則の規定が会社法本体へ格

上げされ1）、会社法施行規則には新たに子会社のリスク

管理体制整備等、具体的な内容が規定された2）。第二に

「監査体制の強化」で、使用人から監査役への報告等が

新たに会社法施行規則に規定された3）。第三に「運用状

況の開示義務化」で、内部統制システムの運用状況の概

要を事業報告に記載することが新たに会社法施行規則に

規定された4）。

　本稿では、第三の「内部統制システムの運用状況の開

示」に焦点を当て、実際の開示内容や今後の内部統制の

あり方について考察する。

　改正会社法等の施行に伴い、多くの企業で自社の「内

部統制システムの基本方針」を見直している。その内

容は、「企業集団に関する体制強化」や「監査体制の強

化」に関する改正点を踏まえたものがほとんどである。

　しかし、最も注目すべきは「運用状況の開示義務化」

に関する改正点であろう。なぜならば、「運用状況の開

示義務化」は、企業に対して、内部統制の適切な実施、

つまり、PDCA（Plan、Do、Check、Action）サイ

クルを回し続けながら内部統制を高度化していくことを

求めたものに他ならないからである。

　仮に不祥事が発生すれば、その一因は内部統制システ

ムに何らかの欠陥が存在することにあり、改善が必要に

なるのは当然である。また、内部統制システムに何らか

の欠陥が存在するということは、「内部統制システムの

基本方針」の決定が取締役会決議事項であることから、

その責任は取締役会にあるといえる。

　従って、取締役会は、自社の内部統制システムが適切

に運用されているかを適時適切に検証し、問題があれば

見直す必要がある。「運用状況の開示義務化」を踏まえ

て「内部統制システムの基本方針」を見直した企業と

して、東鉄工業株式会社5）と東邦化学工業株式会社6）が

あるが、両社とも、「業務の適正を確保するための体制
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（の運用）は、取締役会において定期的に検証を行う
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ことを自社の「内部統制システムの基本方針」に追加し

ているのは、そのためといえる。「運用状況の開示義務

化」によって、「内部統制システムの基本方針」の抜本

的な見直しが各社に求められていることを忘れてはなら

ない。

　では各社は運用状況の概要をどのように事業報告（株

主総会の招集通知に掲載）に記載しているのだろうか。

それを見る前に、法務省がパブリックコメント7）で公表

した見解を確認しておく。ポイントは次の3点である。

・	単に「当該『業務の適正を確保するための体制』に則っ

た運用を実施している」との記載は不適当である。

・	財務報告に係る内部統制に限らない記載が必要である。

・	運用状況の評価の記載を求めるものではないが、運用

状況の評価を記載することを妨げるものでもない。

「内部統制システムの基本方針」の
抜本的な見直し 「内部統制システムの運用状況の

概要」の記載状況
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改正会社法施行により幕が開いた
 「真の内部統制」の時代
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1）	会社法第362条第4項第6号
2）	会社法施行規則第100条第1項第5号等
3）	会社法施行規則第100条第3項～第6項等
4）	会社法施行規則第118条第2号
5）	東鉄工業株式会社「業務の適正を確保するための体制
（内部統制システム等に関する事項）の一部改定に関す
るお知らせ」（2015年3月27日）

6）	東邦化学工業株式会社「『内部統制システム構築の基本
方針』の改訂に関するお知らせ」（2015年7月29日）

7）		「会社法の改正に伴う会社更生法施行令及び会社法
施行規則等の改正に関する意見募集の結果について」

（2015年2月6日）35～36ページ
8）	会社法施行規則第118条第2号
	 法348条第3項第4号、第362条第4項第6号、第399
条の13第1項第1号ロ及びハ並びに第416条第1項第
1号ロ及びホに規定する体制の整備についての決定又
は決議があるときは、その決定又は決議の内容の概要及
び当該体制の運用状況の概要

	 （注）下線は著者記

　これらは、必ずしも具体的な記載内容を示したものと

は言えず、運用状況の概要をどのように記載するかは実

質的に各社に任された格好といえる。

　そこで記載状況を見ると、記載単位（区切り）につい

ては、ほとんどの企業で以下のいずれかとなっている。

・		「内部統制システムの基本方針」で定められた項目ご

とに運用状況の概要を記載する。

・	主要テーマ（たとえば、コンプライアンスやリスク管

理、監査など）ごとに運用状況の概要を記載する。

　改正会社法等およびパブリックコメントからすれば、

どちらでも法的には問題ないといえる。しかし、「内部

統制システムの基本方針」に定められた内容がどのよう

に運用されているかについての開示であることから、原

則的には「内部統制システムの基本方針」の項目ごとに

記載すべきものであろう。

　次に、記載内容であるが、「内部統制システムの基本

方針」で定められた内容に僅かな情報を追記しただけ

（たとえば、会議の開催回数など）で、具体性に欠ける

表面的な記載に終始するケースが多く見受けられた。こ

れは、改正会社法等の条文8）の表現やパブリックコメン

トが影響したものと思われる。

　しかし中には、より具体的な記述を行っている企業も

ある。図表に、グローバル化している大手企業や不祥事

が発生した企業の記載事例をいくつか紹介した。取締役

会における運用状況の評価結果や、不祥事発生を踏まえ

た改善状況などを記載しており、いずれも他企業より一

歩踏み込んだものとなっている。内部統制の高度化に向

けて、今後このような記載が増えることを期待している。

　今般の改正会社法等の施行によって、「内部統制シス

テムの基本方針」を事業報告に掲載するだけで済む時代

は終わりを告げた。企業が内部統制システムの運用結果

を開示し、その内容についてステークホルダーから厳し

く問われる時代、つまり、「真の内部統制」の時代の幕

がついに開いたといえるのではないだろうか。

図表　「内部統制システムの運用状況の概要」記載事例

会社名 特徴 運用状況の概要

キヤノン（株）
リスクマネジメ
ント体制の評価
結果を記載

取締役会が定める2015年度活動計
画に従ってキヤノングループのリス
クマネジメント体制の整備・運用状況
を評価いたしました。その結果、重大
な不備は認められず、同委員会はその
旨をCEOおよび取締役会に報告いた
しました（注1）。

伊 藤 忠 商 事
（株）

取締役会におい
て実施した評価
結果を記載

当社は平成28年5月6日に開催した
取締役会において、基本方針に定める
各事項について平成28年3月期にお
ける構築・運用状況を評価しました
が、重大な欠陥や不備は存在しないこ
とを確認しました（注2）。

旭化成（株）

不祥事の発生を
受けて、管理体制
の見直し等の計
画を記載

リスク・コンプライアンス室の人員を
増強し、当社グループのコンプライア
ンスに関する事案やリスク情報をリ
スク・コンプライアンス室に一元的に
集約する体制を構築し、行動準則の見
直し、教育プログラムの導入、事業毎
のリスク評価とモニタリングを実施
することを計画しています（注3）。

東洋ゴム工業
（株）

改善点を検討し、
既存の仕組みの
再整備・新たな
仕組みの導入を
記載

業務の適正を確保するための体制・
運用に改善すべき点がなかったかを
改めて検討した上で、既存の仕組みを
再整備し、更に、下記のコンプライア
ンスオフィサー制度、コンプライアン
ス推進室などの新たな仕組みを導入
するなど内部統制システムの強化を
図っております（注4）。

（注1）�キヤノン株式会社「第115期定時株主総会招集ご通知」（2016年3月4日）32
ページ

（注2）�伊藤忠商事株式会社「第92回定時株主総会招集ご通知」（2016年6月2日）25
ページ

（注3）旭化成株式会社「第125期定時株主総会招集ご通知」（2016年6月3日）31ページ
（注4）�東洋ゴム工業株式会社「第100回定時株主総会招集ご通知」（2016年3月7日）

22ページ
（出所）各社「定時株主総会招集通知」を基に野村総合研究所作成
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